
 

１．負傷原因を正確に伝えましょう。  

整骨院や接骨院で施術（治療）を受けるときは、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。  

       また、交通事故に該当する場合は、市役所・各市民サービス窓口の国保窓口に届出をお願いします。  

２．施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう。  

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。  

３．療養費支給申請書への署名（サイン）は、ご自身が記入してください。  

        署名（サイン）は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うために必要ですので、ご自身が

記入してください。  

４．領収書は必ずもらいましょう。  

領収書は必ずもらって保管しておきましょう。領収書は医療費控除を受ける際にも必要です。  

※施術日や施術内容について、市が確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。  

長浜市は、あなたの健康を応援します。 

－長浜市国民健康保険－ 

長浜市役所 保険年金課 ☎６５－６５１２ 


